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芝生の校庭 
 学校経営支援主任 

小平第十三小学校は、市内で唯一、芝生の校庭です。新１年生の保護者の皆様も驚かれたのではないで

しょうか。６月頃から運動会までの間は、「校庭裸足期間」ということで、休み時間や体育の時間に、

裸足で活動します。裸足で駆け回ると気持ちがいいのはもちろん、転んでも痛くないという利点もあり

ます。体育の際、土ぼこりに困る心配もありません。 

 校庭の芝生化とその維持には、芝生ボランティアの方々を始め、多くの方々のご協力の上で成り立っ

ています。今回は、芝生の校庭についての歴史をご紹介します。 
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小平市内初の校庭芝生化に向け、工事開始 

校庭を全面芝生化。 

当時は冬芝だったため、 

夏の暑さで芝生が枯れてしまうこともあった。 

校庭芝生の再生と安定化への取り組みが開始。 

「夏芝と冬芝のハイブリット」を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏芝の成長はよく、芝生の校庭が完成する。 

令和５年４月２８日（金） 

令和５年度 学校だより５月号 

小平市立小平第十三小学校 

校庭芝生化のあゆみ 

保護者地域、芝生サポーター 

市教委、FC東京、教職員 

小平十三小学校 
再
生
化
へ
の 

大
き
な
力 

以降、たくさんの方の協力により、十三小の芝生は守られています。 

○十三小では、学校 HPを頻繁に更新しています。子どもたちの学校での様子を、 

できる限り発信していければと考えています。是非ご覧ください。         

○十三小の校庭では、毎朝、ラジオ体操会連盟の皆さんが、朝６時３０分からラジ 

オ体操を実施しています。チャンスがあれば、お子さんと一緒に参加されてみてはいかがですか。 

○５月の芝刈りの予定 
月曜日 

（１５時３０分～） 

火曜日 

（１５時３０分～） 

水曜日 

（１５時３０分～） 

木曜日 

（１５時３０分～） 

金曜日 

（１５時３０分～） 

1 日・８日・２２日・２９日 １６日 ２４日・３１日 １１日 １９日・２６日 

※開始時刻から 1 時間程度（1日、1回からでも大丈夫です。） 

＜活動内容＞ 

・芝生サポーターによる芝刈り時、校庭開放で遊んでいる児童安全の見守り 

・雑草取りと芝刈り機の掃除 

HP用 

QRコード 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年一斉下校について 

日時：５月２４日（水） ５校時 ※水曜時程 

想定：（１）台風接近、「予告あり」で行います。   

（２）各学年で下校コースごとに集合した後、集団下校を行います。 

展開：（１）台風接近の状況を知らせ、各学級、４つの下校コースごとに集合します。 

   （２）放送の指示でコースごとに一斉下校をします。 

       
 

給食費について 

本校では、学校給食の取り扱いをゆうちょ銀行の「自動払込」にて、集金および返金をしています。 

 

１ 給食費（月額）          

１・２年生  ４，１００円＋１０円  ＊引き落とし手数料が、 

３・４年生  ４，３４０円＋１０円   １回につき１０円、 

５・６年生  ４，６００円＋１０円   保護者負担となります。 

 

２ 引き落とし日  毎月４日（休日の場合は翌営業日） 

※２～６年生は、４・５月の２か月分を５月８日（月）引き落とし 

※１年生は、４・５・６月の３か月分を６月５日（月）引き落とし 1年生 11,592円＋10円 
   ※２・３月分は、２月５日（月）引き落とし 

３ 督促 

    残高不足で引き落としができなかった場合、督促状をお子さんに渡します。翌月の引き落とし日

に一緒に引き落としますので、不足月分の給食費と手数料をあわせて入金してください。 

 

４ 返金・・・・給食費の返金は次の場合に発生します。 

（１）長期欠席 欠食の届け出のあった翌日から連続して 

４食以上欠食した時、 

４食目を初日として返金 

（２）学級閉鎖 閉鎖の決定２日後から、給食を中止していた回数分 

（３）学校行事 行事などで校長があらかじめ給食の中止を認めた時 

（４）転出   月の途中で転出する時は、引き落としの有無を確認し、精算します。 

 

○返金の方法は、翌月または学期ごとにまとめて、引き落とし月の給食費から減額集金する方法によっ

て返金します。 

○転出等により、減額集金ができない場合は、預金口座に振り込みます。その際の手数料は、保護者負

担となりますのでご了承ください。 

 

５ その他 

（１） 給食費に関する問合せは、担任までお願いします。 

（２） 令和４年度の給食費の決算報告書は６月頃に書面でいたします。 

（３） 就学援助の認定をされていた方で、今年度に未申請または否認定等により受給資格がなくなられた

場合には、口座から給食費を引き落とさせていただきます。その都度お知らせはしませんので、残

高不足にご注意ください。 

 

 

個人面談について 

５月の個人面談は、希望される方のみの実施となっております。ご案内のお手紙は、配布いたしませんの

でご了承ください。面談をご希望の方は、連絡帳等で担任までお知らせください。 

なお、７月は、全児童を対象に個人面談を行います。ご多用の中とは存じますが、ご来校の程、よろしく

お願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


